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各課からのお知らせ

気象台からの気象警報などが変更となります！

　気象台では令和 8 年 5 月下旬より、気象の警報・注意報を住民の
避難行動に対応した 5 段階の警戒レベルの数字を付けて発表します。　
　レベル 3 警報やレベル 4 危険警報が発表されたら、自治体からの
避難情報等に十分留意いただくとともに、危険度を地図上に示した
キキクルや河川の水位情報等を確認し、危険な場所にいる場合は早
めの避難を心がけてください。

【新たな防災気象情報の一覧表】

河川氾濫 大雨 土砂災害 高潮 住民がとるべき行動

警戒レベル
５相当

レベル５
氾濫特別警報

レベル５
大雨特別警報

レベル５
土砂災害特別警報

レベル５
高潮特別警報

命の危険
直ちに安全確保！

警戒レベル４までに危険な場所から かならず避難！
警戒レベル
４相当

レベル４
氾濫危険警報

レベル４
大雨危険警報

レベル４
土砂災害危険警報

レベル４
高潮危険警報 危険な場所から全員避難

警戒レベル
３相当

レベル３
氾濫警報

レベル３
大雨警報

レベル３
土砂災害警報

レベル３
高潮警報

避難に時間を要する人は
早めに避難、避難の準備

警戒レベル
２

レベル２
氾濫注意報

レベル２
大雨注意報

レベル２
土砂災害注意報

レベル２
高潮注意報

避難場所や避難ルート、避
難のタイミングなどの確認

警戒レベル
１ 早期注意情報 災害への心構えを高める

問防災交通課 ［防災係］ ☎7-1282

気象庁ＨＰ

新たな防災気象情報に
関する特設ページ→
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　森町にお住まいのみなさんを対象に戸別受信機を貸与しております。

初めての設置・・・無償で貸与します
２台目以降、事業所での設置・・・有償（補助あり）　本体価格88,000円 → 補助金44,000円あり
※戸別受信機の設置工事を希望する方は、防災交通課窓口にて申し込みください。

問防災交通課 ［防災係］ ☎7-1282

防災行政無線戸別受信機の貸与について

キキクルは
こちらから→
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　町では、防災意識と地域防災力の向上を目的に、
町内会や企業、団体などを対象とした出前講座を
実施します。災害リスクを確認し、日頃の備えを
見直しましょう。あわせて意見交換会の開催希望
も受け付けています。

■防災出前講座 
内容　講話（大雨・地震・津波・火山など）、  
         避難所運営訓練（図上訓練）、防災用品の 
         展示・紹介 ほか 

■防災意見交換会 
内容　町の防災に関する動向・情報提供と意見交換

■出前講座・意見交換会の申込方法等
対象　町内会、町内企業、町内在住者で構成され
　　　る団体・グループ
会場　申込者が希望する町内の会館等
費用　無料
申込　随時（開催希望日の概ね1か月前までに、
　　　電話でお申し込みください。）

問防災交通課 ［防災係］ ☎7-1282

　毎年、蜂に関する相談が多数寄せられています。
蜂の巣は小さいうちに早めの対処をお願いします。

■自分で駆除する場合の注意

・蜂用殺虫剤を使用
・蜂の活動が鈍る朝方や夕方に作業
・白っぽく肌の露出が少ない服装で（手袋・帽子）
・周囲の安全を確認して作業
・蜂の巣の出入り口に向けて殺虫剤を最初は距離  
  をとって多めに噴霧
・飛んでくる蜂や巣穴から出てくる蜂がいなくな  
  ったら、殺虫剤の噴霧を止めて様子を見る
・ 安全確認後、巣を地面に落とし幼虫にも殺虫剤 
  を噴霧
・駆除後も弱った蜂に注意

※蜂に刺された場合は自己判断せず、病院を受診
してください。

■町で駆除を行わないもの

次の施設や敷地にできた蜂の巣は、事業者責任で
の対応となります。
・事業所、商店、農林水産業等の事業用施設
・集合住宅（借家・社宅など）
・倉庫、工場、事務所など収入を得るための施設

※自営業者等でも、自宅や車庫など居住部分は町
で対応します。

問住民生活課 ［住民年金係］  ☎7-1084
　地域振興課［地域振興係］  ☎8-3111

　
防災出前講座・意見交換会のご案内 蜂の巣駆除について
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URL : https://www.shinkin.co.jp/oshima/

本店営業部 電話：（０１３７４）2-2025
　　　本部 電話：（０１３７４）2-2024

問役場企画振興課広報広聴係☎⑦１２８３

広報紙、公式ホームページに
　
掲載しませんか？まずはお電話を！

詳しくはホームページからもご覧いただけます。
https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/

広報紙、公式ホームページに
　
掲載しませんか？まずはお電話を！
有料広告

金額は、広報紙２分の１段・
ホームページ (バナー ) の金額です。

年３回（３ヶ月）
通常￥30,000→¥28,500

5%OFF
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問保健福祉子育て課 ［介護保険係］  ☎7-1085
　地域包括支援センター  ☎3-2322
　支所 地域振興課 ［町民係］  ☎8-3111

介護サービス利用までの流れ
① サービスを受けるためには、役場窓口へ介護
認定の申請が必要です。（代理人可）
※申請後、町職員等が訪問し、心身や生活状況の　
　聞き取り（認定調査）を行います。
↓
② 要介護状態区分の決定・介護保険証の発行
※申請から保険証の発行まで約 1 カ月の期間が　
　かかります。
↓
③ 居宅介護支援事業所に連絡し、ケアプランを
作成してもらいます。
↓
④ サービスの利用開始
　

介護が必要かな？と思ったら　　一人で悩まずご相談ください

森町HP

利用できる主なサービス
■自宅で利用するサービス
訪問介護（ホームヘルプ）
　ホームヘルパーが訪問し、食事・入浴・掃除な
どを支援します。
訪問看護
　看護師などが自宅を訪問し、健康管理や医療的
ケアを行います。
福祉用具貸与
　車いすや介護ベッドなどを借りることができます。
住宅改修費の支給
　手すり設置や段差解消などの改修費を支援します。
このほか、入浴用品などの購入費助成もあります。
■通所・宿泊サービス
デイサービス・デイケア
　施設で食事や入浴、機能訓練を受けられます。
ショートステイ
　短期間施設に宿泊し、介護やリハビリを受けら
れます。

後期高齢者医療制度のお知らせ　～令和８年度の保険料等について～

　令和８年度の保険料は、６月に個別にお知
らせします。

　保険料は、所得に応じて負担する「所得割」と、
加入者全員が負担する「均等割」の合計で決まり
ます。
　今年度からは「子ども・子育て支援金制度」の
開始に伴い、新たな負担が加わります。
　また、均等割の額も、昨年度より引き上げとな
っています。
　詳細は、６月に送付する「保険料納入通知書」
でご確認ください。

■保険料の軽減
　世帯の所得に応じて、均等割が７割・５割・２
割軽減されます。また、会社の健康保険などの被
扶養者だった方は、加入から２年間、均等割が５
割軽減されます（条件により７割軽減が優先）。
■納め方
　保険料は原則、年金からの天引きです。
　ただし、年金額などの条件により、納付書や口
座振替で納めていただく場合があります。
■お困りのときは
　各期ごとの保険料の納付が難しい場合は、分割
納付も可能です。滞納する前に、お早めにご相談
ください。

問北海道後期高齢者医療広域連合　☎011-290-5601
問保健福祉子育て課[国保児童係]☎7-1085

詳しくは右記コードから
町ホームページへ→
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詳しくは右記コードから
町ホームページへ→


